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平成２８年第４回長与町議会定例会

議事日程（第５号）

平成２８年１２月１３日（火）

午後 １３時３０分 開 議 

日程 議案番号 件        名 備 考

１ － 
議案第６４号、長与町表彰条例の一部を改正する条例の訂正に

ついて 



○議長（内村博法議員）

皆さんこんにちは。これから本日の会議を開催いたします。 

日程第１、議案第６４号、長与町表彰条例の一部を改正する条例の訂正についての件

を議題といたします。 

本件について訂正理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）

このたび議案第６４号、長与町表彰条例の一部を改正する条例の訂正をお願いするに

至りましたことに対しまして深くおわび申し上げます。それではただいまお許しをいた

だきましたので、去る１２月６日に提出いたしました当該条例の訂正につきましてご説

明を申し上げます。訂正箇所でございますが、第９条、表彰の具申に関する改正につき

まして、「自治会長、学校長及び各機関の長」を「執行機関の長」に改めていた部分を、

「自治会長、学校長及び各機関の長は」を、「各課長は、その所管する事務に関し」に

訂正するものでございます。以上、議案の訂正につきましてご許可いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（内村博法議員）

これから訂正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員）

今回、訂正をされるということで、先ほど町長はそういう説明をされたかどうかあれ

ですけど、議会運営委員会では誤りがあったという形で説明がされました。ここが誤り

というふうに認められた形ですけども、これは、訂正後の文章は総務委員会の中で議論

された中身がこのように変わってらっしゃるのか、それとも改めてこの誤りを指摘され

てこうした文章になったものなのか、そこをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（内村博法議員）

山本総務課長。 

○総務課長（山本昭彦君）

昨日の総務文教委員会の中で、審査をしていただく中で、執行機関の長という表記、

こちらの方が、例えば、選挙管理委員会の委員長、教育委員会の教育長、町においては、

町長ということになりますので、本会議の中で説明をいたしました所管の課長が取りま

とめという、趣旨のものとはちょっと、隔たりがあるんじゃないかという意見がござい

ました。今回、「執行機関の長」を、「各課長は、その所管する事務に関し」と訂正す

ることで、先日の本会議におきまして答弁いたしました考え、主旨に忠実な表記になる

と思っております。このたびの訂正をお願いした次第でございます。大変申し訳ござい

ませんがよろしくお願いいたします。 

○議長（内村博法議員）



他に質疑ありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員）

内容について、委員会で随分お話をされたと思いますが、私たちは各課長がというこ

とで認識をしとったんですね。そうしますと、この、はじめ出された文章と全く違うと

いうことで、果たしてこの訂正だけでいいのかですね。これ上程をまずおろして、そし

て新たに上程するのが、私は筋だと思いますが、いかがですか。 

○議長（内村博法議員）

荒木総務部長。 

○総務部長（荒木重臣君）

はい、いろいろご迷惑をしております。今回のこの訂正の方法につきましては、議会

の事務局の方と話をして、こういう形でいこうということで、今回、上げさせていただ

いております。 

○議長（内村博法議員）

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員）

事務局とお話をされたということですがね、間違いはどこでもあると思うんですよ。

だから間違いをね、私はやかましく言ってるわけじゃなくて、この議事運営についてね、

これだけの間違いをした文章をね、ただ訂正で済ませるのかというのは、私はおかしい

と思う。数字がね、ちょっと桁が間違ってたとかいう、そういう分であればね、仕方が

ないんですけど、これは全く内容が違うわけですね。内容が違う議案になってるから、

私はまず上程を下ろして、そして新しくこの文章にして出すのが筋だと思います。 

事務局がどのような判断をされたかね、私も、私達は事務局には質問ができないもの

ですから、同じ議会の中ですから。その辺についてはね、もう少し詳しくやっていただ

かないと、今後のね、やはりこういう間違いを訂正だけで済ませると、大変、議会軽視

ということで、またそして、住民の皆さんは議会は慎重な審議をやっているのかという

ことになりますので、その点についてのお考えをお尋ねします。 

○議長（内村博法議員）

鈴木副町長。 

○副町長（鈴木典秀君）

ご指摘のことに対しましては心からおわびを申し上げます。議会軽視というつもりは

毛頭ございません。事務局とも協議し、このような訂正という形でいいのではないかと

いうことを、我々も、上程のしなおし云々というのも考えましたけども、これで、いい

ということで、議会事務局との協議もした結果、このような、提案をさせていただいて

おります。よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（内村博法議員）



竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員）

そうすると、事務局の判断ということで理解をしていいんですね。 

○議長（内村博法議員）

鈴木副町長。 

○副町長（鈴木典秀君）

事務局というか、我々と協議しまして、最終的な判断は、こちらの方でさせていただ

いたということでございます。 

○議長（内村博法議員）

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６４号、長与町表彰条例の一部を

改正する条例の訂正についての件を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本件については許可することに決定いたしました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １３時３８分） 


